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(57)【要約】
【課題】磁石の極性を利用して、電界結合や磁界結合に
よる通信の状況の変化を磁気的挙動で把握することが可
能な通信装置を提供すること。
【解決手段】電界結合または磁界結合により他の通信装
置との間の通信を行う通信部と、通信部の近傍に配され
る少なくとも１つの磁石と、通信部の通信状況の変化に
応じて磁石の極性及び磁力を制御する磁気制御部と、を
含む、通信装置が提供される。その結果、通信状況の変
化に応じて磁石の極性及び磁力を制御することで、磁気
的挙動によって通信の状況の変化を把握することが可能
となる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電界結合または磁界結合により他の通信装置との間の通信を行う通信部と、
　前記通信部の近傍に配される少なくとも１つの磁石と、
　前記通信部と前記他の通信装置と間の通信状況に応じて前記磁石の極性及び磁力を制御
する磁気制御部と、
を含む、通信装置。
【請求項２】
　前記磁気制御部は、前記他の通信装置との通信が完了し、自らが他の通信装置との間の
接続の確立を解放する側である場合に、他の通信装置に内蔵された磁石の極性と一致する
ように前記磁石の極性を反転させる、請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記磁気制御部は、前記他の通信装置へのデータの送信が完了したと判断した場合に、
他の通信装置に内蔵された磁石の極性と一致するように前記磁石の極性を反転させる、請
求項１に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記磁気制御部は、前記他の通信装置からのデータの受信が完了したと判断した場合に
、他の通信装置に内蔵された磁石の極性と一致するように前記磁石の極性を反転させる、
請求項１に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記磁気制御部は、前記他の通信装置との接続が確立された時点で、他の通信装置に内
蔵された磁石の極性と逆の極性を有するように前記磁石から磁界が発生するよう制御する
、請求項１に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記磁気制御部は、前記他の通信装置との間でデータの送受信が行われている間に、他
の通信装置に内蔵された磁石の極性と逆の極性を有するように前記磁石から磁界が発生す
るよう制御する、請求項１に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記磁気制御部は、前記他の通信装置との接続が確立されてから一定時間経過後に、他
の通信装置に内蔵された磁石の極性と逆の極性を有するように前記磁石から磁界が発生す
るよう制御する、請求項１に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記磁気制御部は、前記他の通信装置と通信中に、他の通信装置との間の通信レートの
変化に応じて前記磁石の磁力を制御する、請求項１に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記磁気制御部は、前記他の通信装置との間の通信レートの変化に反比例するように前
記磁石の磁力を制御する、請求項８に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記磁気制御部は、前記通信部が前記他の通信装置との接続を確立する際に前記他の通
信装置から受信した極性決定情報に基づいて前記磁石の極性を制御する、請求項１に記載
の通信装置。
【請求項１１】
　電界結合または磁界結合により通信を行う通信部を有する第１の通信装置と、
　電界結合または磁界結合により通信を行う通信部を有する第２の通信装置と、
を備え、
　前記第１の通信装置または前記第２の通信装置の少なくともいずれか一方に、
　前記通信部の近傍に配される少なくとも１つの磁石と、
　前記通信部の通信状況に応じて前記磁石の極性及び磁力を制御する磁気制御部と、
を含む、通信システム。
【請求項１２】
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　電界結合または磁界結合により他の通信装置との間の通信を通信部に行わせる通信ステ
ップと、
　前記通信部の近傍に配される少なくとも１つの磁石の極性及び磁力を、前記通信部と前
記他の通信装置との通信状況に応じて制御する磁気制御ステップと、
を含む、通信方法。
【請求項１３】
　コンピュータに、
　電界結合または磁界結合により他の通信装置との間の通信を通信部に行わせる通信ステ
ップと、
　前記通信部の近傍に配される少なくとも１つの磁石の極性及び磁力を、前記通信部と前
記他の通信装置との通信状況に応じて制御する磁気制御ステップと、
を実行させる、コンピュータプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置、通信方法、通信システム及びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近日、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１に規定される電波通信方式が広く普
及している。かかる電波通信方式においては、アンテナを利用して無線電波が送受信され
るが、当該無線電波が周囲で送受信される無線電波と干渉し、通信に悪影響を及ぼす場合
があった。
【０００３】
　また、電波通信方式以外にも、電界結合や磁界結合を利用して通信を行う通信方式が提
案されている。かかる通信方式においては、例えば、磁界結合を行なう複数の結合器が近
接されると、複数の結合器が磁界結合し、磁界結合により複数の結合器間での通信が実現
される。このように、電界結合や磁界結合を利用する通信方式によれば、通信相手が近接
しない場合には信号が送信されないため、干渉の問題が生じ難い点で電波通信方式より有
利である。なお、磁界結合により通信を行う技術については、例えば、特許文献１や特許
文献２に記載されている。
【０００４】
　また、電界結合や磁界結合を利用する通信方式においては、１の通信装置に受信機能お
よび送信機能などの複数の機能を実装することも可能である。この場合、通信装置は、コ
ンテンツデータの送信側とも受信側ともなり得る。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－６０２８３号公報
【特許文献２】特開２００８－９９２３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　電界結合や磁界結合を利用する通信方式を利用する場合には、一方の通信装置は据え置
いた状態で、他方の通信装置を手に持ち、据え置いた状態の通信装置に手持ちの通信装置
をかざすことにより、通信装置間で通信を行うことがある。このような形態は、駅の自動
改札、自動販売機での商品の購入、レジ等における代金の支払い等でよく見られるもので
ある。
【０００７】
　しかし、従来においては、音を鳴らすことによって通信の完了を使用者に通知する場合
がほとんどであり、手持ちの通信装置の挙動が変化することによって通信の完了を利用者
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に通知する手法は、今まで取られていなかった。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、磁石の極性を利用して、電界結合や磁界結合による通信の状況の変化を磁気的挙動で
把握することが可能な、新規かつ改良された通信装置、通信方法、通信システム及びコン
ピュータプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、電界結合または磁界結合によ
り他の通信装置との間の通信を行う通信部と、通信部の近傍に配される少なくとも１つの
磁石と、通信部と他の通信装置と間の通信状況に応じて磁石の極性及び磁力を制御する磁
気制御部と、を含む、通信装置が提供される。
【００１０】
　かかる構成によれば、通信部は電界結合または磁界結合により他の通信装置との間の通
信を行い、磁石は通信部の近傍に少なくとも配される。そして、磁気制御部は、通信部と
他の通信装置と間の通信状況に応じて磁石の極性及び磁力を制御する。その結果、電界結
合や磁界結合による通信の状況の変化を磁気的挙動で把握することができる。
【００１１】
　磁気制御部は、他の通信装置との通信が完了し、自らが他の通信装置との間の接続の確
立を解放する側である場合に、他の通信装置に内蔵された磁石の極性と一致するように磁
石の極性を反転させてもよい。
【００１２】
　磁気制御部は、他の通信装置へのデータの送信が完了したと判断した場合に、他の通信
装置に内蔵された磁石の極性と一致するように磁石の極性を反転させてもよい。
【００１３】
　磁気制御部は、他の通信装置からのデータの受信が完了したと判断した場合に、他の通
信装置に内蔵された磁石の極性と一致するように磁石の極性を反転させてもよい。
【００１４】
　磁気制御部は、他の通信装置との接続が確立された時点で、他の通信装置に内蔵された
磁石の極性と逆の極性を有するように磁石から磁界が発生するよう制御してもよい。
【００１５】
　磁気制御部は、他の通信装置との間でデータの送受信が行われている間に、他の通信装
置に内蔵された磁石の極性と逆の極性を有するように磁石から磁界が発生するよう制御し
てもよい。
【００１６】
　磁気制御部は、他の通信装置との接続が確立されてから一定時間経過後に、他の通信装
置に内蔵された磁石の極性と逆の極性を有するように磁石から磁界が発生するよう制御し
てもよい。
【００１７】
　磁気制御部は、他の通信装置と通信中に、他の通信装置との間の通信レートの変化に応
じて磁石の磁力を制御してもよい。この場合に、磁気制御部は、他の通信装置との間の通
信レートの変化に反比例するように磁石の磁力を制御してもよい。
【００１８】
　磁気制御部は、通信部が他の通信装置との接続を確立する際に他の通信装置から受信し
た極性決定情報に基づいて磁石の極性を制御してもよい。
【００１９】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、電界結合または磁界結
合により通信を行う通信部を有する第１の通信装置と、電界結合または磁界結合により通
信を行う通信部を有する第２の通信装置と、を備え、第１の通信装置または第２の通信装
置の少なくともいずれか一方に、通信部の近傍に配される少なくとも１つの磁石と、通信
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部の通信状況に応じて磁石の極性及び磁力を制御する磁気制御部と、を含む、通信システ
ムが提供される。
【００２０】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、電界結合または磁界結
合により他の通信装置との間の通信を通信部に行わせる通信ステップと、通信部の近傍に
配される少なくとも１つの磁石の極性及び磁力を、通信部と他の通信装置との通信状況に
応じて制御する磁気制御ステップと、を含む、通信方法が提供される。
【００２１】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータに、電界
結合または磁界結合により他の通信装置との間の通信を通信部に行わせる通信ステップと
、通信部の近傍に配される少なくとも１つの磁石の極性及び磁力を、通信部と他の通信装
置との通信状況に応じて制御する磁気制御ステップと、を実行させる、コンピュータプロ
グラムが提供される。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように本発明によれば、磁石の極性を利用して、電界結合や磁界結合によ
る通信の状況の変化を磁気的挙動で把握することが可能な通信装置、通信方法、通信シス
テム及びコンピュータプログラムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２４】
　図１は、本発明の一実施形態にかかる通信システムを示した説明図である。図１に示し
たように、本実施形態にかかる通信システムは、通信機器１０および携帯機器２０からな
る一対の機器（通信装置）と、情報処理装置１２とを備える。また、通信機器１０および
携帯機器２０は、相互に電界結合することが可能な電界カプラと呼ばれる電極板を備える
。通信機器１０および携帯機器２０の双方の電界カプラが例えば３ｃｍ以内に近接される
と、一方の電界カプラにより発生される誘導電界の変化を他方の電界カプラが感知するこ
とにより、通信機器１０および携帯機器２０の間での電界通信が実現される。
【００２５】
　より具体的には、上記電界通信を行う一対の機器は、一方がイニシエータ（Ｉｎｉｔｉ
ａｔｏｒ）として機能し、他方がレスポンダ（Ｒｅｓｐｏｎｄｅｒ）として機能する。イ
ニシエータは接続確立要求を行なう側であり、レスポンダはイニシエータからの接続確立
要求を待ち受ける側である。
【００２６】
　例えば、図１に示した携帯機器２０がイニシエータとして機能し、通信機器１０がレス
ポンダとして機能する場合、携帯機器２０および通信機器１０が近接されると、携帯機器
２０から送信される接続確立要求を通信機器１０が受信する。そして、通信機器１０によ
り接続確立要求が受信されると、通信機器１０および携帯機器２０が認証処理を行い、認
証処理が正常に終了すると通信機器１０および携帯機器２０がデータ通信可能な状態に接
続される。認証処理としては、例えば、ソフトウェアのバージョンや、有するプロトコル
を示すエミュレーション方式が通信機器１０および携帯機器２０で一致するか否かの確認
などがあげられる。
【００２７】
　その後、通信機器１０と携帯機器２０が１対１でデータ通信を行う。より詳細には、携
帯機器２０が任意のデータを電界カプラにより通信機器１０へ送信し、通信機器１０が携
帯機器２０から受信したデータを情報処理装置１２へ出力する。または、情報処理装置１
２から通信機器１０へ任意のデータが入力され、通信機器１０が情報処理装置１２から入
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力されたデータを電界カプラにより携帯機器２０へ送信する。任意のデータとしては、音
楽、講演およびラジオ番組などの音楽データや、映画、テレビジョン番組、ビデオプログ
ラム、写真、文書、絵画および図表などの映像データや、ゲームおよびソフトフェアなど
があげられる。
【００２８】
　アンテナから放射される電波が距離の２乗に反比例して減衰するのに対し、このような
電界カプラから発生される誘導電界の強度は距離の４乗に反比例するため、電界通信が可
能な一対の機器間の距離を制限できる点で有利である。すなわち、当該電界通信によれば
、周囲に存在する障害物による信号の劣化が少ない、ハッキングや秘匿性を確保するため
の技術を簡素化できるなどの効果が得られる。
【００２９】
　また、アンテナから放射される電波は、電波の進行方向と直交方向に振動する横波成分
を有し、偏波がある。これに対し、電界カプラは、進行方向に振動する縦波成分を有し、
偏波がなり誘導電界を発生するため、一対の電界カプラの面が対向していれば受信側で信
号を受信できる点でも利便性が高い。
【００３０】
　例えばＵＷＢ通信のように高周波、広帯域を使用する通信方式によれば、近距離におい
て数百Ｍｂｐｓ程度の超高速データ伝送を実現することができる。また、電波通信ではな
く電界結合によりＵＷＢ通信を行う場合、その電界強度は距離の４乗に反比例することか
ら、無線設備から３メートルの距離での電界強度（電波の強さ）を所定レベル以下に抑制
することで無線局の免許が不要となる微弱電波とすることが可能であり、安価に通信シス
テムを構成することができる。また、電界結合方式により超近距離でデータ通信を行う場
合、周辺に存在する反射物により信号の質が低下することがなく、伝送路上でのハッキン
グを確実に防止することができ、秘匿性を確保することが可能である。また、電界強度を
所定レベル以下に抑制して、例えば３ｃｍ以内の距離のみで通信を可能とすることで、１
つの機器に対して２つの機器が同時に通信できない構成とすることができ、近距離での一
対一通信を実現することができる。
【００３１】
　なお、本明細書においては、一対の通信装置が電界カプラを利用して近距離無線通信（
非接触通信）を行う例に重きをおいて説明するが、本発明はかかる例に限定されない。例
えば、一対の通信装置は、磁界結合により通信可能な通信部を介して近距離無線通信を行
うことも可能である。
【００３２】
　また、図１においては通信装置の一例として通信機器１０および携帯機器２０を示して
いるに過ぎず、本発明はかかる例に限定されない。例えば、通信装置は、ＰＣ（Ｐｅｒｓ
ｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、家庭用映像処理装置（ＤＶＤレコーダ、ビデオデッキな
ど）、携帯電話、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、
携帯用音楽再生装置、携帯用映像処理装置、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、家庭用ゲーム機器、携帯用ゲーム機器、家電機器などの情報
処理装置であってもよい。さらに、通信装置は、図２に示すように、コンテンツデータを
提供するコンテンツサーバ３０であってもよい。
【００３３】
　ここで、本実施形態に関連する通信装置１００および通信装置２００の構成を図２に示
す。図２に示したように、本実施形態に関連する通信装置１００は、電界カプラ１０２、
セレクタ１０４、および通信モジュール１０６を備え、通信装置２００は、電界カプラ２
０２および通信モジュール２０６を備える。
【００３４】
　本実施形態に関連する通信装置１００は、通信モジュール１０６に含まれる送信用回路
と電界カプラ１０２がセレクタ１０４により接続されている場合にはデータ送信が可能で
ある。一方、本実施形態に関連する通信装置１００は、受信用回路と電界カプラ１０２が
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セレクタ１０４により接続されている場合にはデータ受信が可能である。
【００３５】
　このように通信装置１００および通信装置２００が構成されている場合に、電界カプラ
１０２と電界カプラ２０２とを近接させると、電界結合による近距離無線通信（非接触無
線通信）が可能となる。電界結合による近距離無線通信については、特許文献１、特許文
献２にも開示されており、詳細な説明は割愛する。
【００３６】
　以上、本実施形態に関連する通信装置１００および通信装置２００の構成について説明
した。続いて、本発明の一実施形態にかかる通信装置に組み込まれる磁性制御部の構成に
ついて説明する。図３は、本発明の一実施形態にかかる磁気制御部１１０の構成について
説明する説明図である。
【００３７】
　磁気制御部１１０は、通信装置１００（または通信装置２００）の内部に組み込まれて
いるものであり、例えば図２で示した通信モジュール１０６の内部に組み込まれていても
よく、通信モジュール１０６とは別に、通信装置１００の内部に組み込まれていてもよい
。磁気制御部１１０は、通信装置１００と他の通信装置との間の通信状況に応じて、電磁
石１２０の極性や磁力を制御するものである。磁気制御部１１０は、電流制御部１１２と
、電流源１１４、１１６と、スイッチＳＷ１、ＳＷ２、ＳＷ３、ＳＷ４と、を含んで構成
される。
【００３８】
　電流制御部１１２は、通信装置１００と他の通信装置との間の通信状況に応じて、電流
源１１４、１１６から流れる電流の大きさを制御するものである。本実施形態においては
、通信装置１００と他の通信装置との間の通信レート（通信速度）に応じて電流源１１４
、１１６から流れる電流の大きさを制御する。通信装置１００と他の通信装置との間の通
信レートが大きくなれば（通信速度が速くなれば）、通信装置１００と他の通信装置との
間は密接に近接していると判断し、電流源１１４、１１６から流れる電流を小さくする。
一方、通信装置１００と他の通信装置との間の通信レートが小さくなれば（通信速度が遅
くなれば）、通信装置１００と他の通信装置との間は間隔が開いていると判断し、通信装
置１００と他の通信装置とを密接に近接させるように、電流源１１４、１１６から流れる
電流を大きくする。
【００３９】
　電流源１１４、１１６は、電磁石１２０にそれぞれ直流の電流を流して、電磁石１２０
から磁界を発生させるものである。電流源１１４、１１６からの電流が電磁石１２０に流
れることによって、電流の向き及び電流量に応じた磁界が電磁石１２０から発生する。電
磁石１２０から発生する磁界の向きおよび強度は、電流制御部１１２やスイッチＳＷ１～
ＳＷ４で制御することで変化させることができる。
【００４０】
　スイッチＳＷ１～ＳＷ４は、電磁石１２０に供給する電流の向きを制御するものである
。図３に示したように、スイッチＳＷ１、ＳＷ２を接続すると、電流源１１４から発生し
た電流が電磁石１２０に供給され、スイッチＳＷ３、ＳＷ４を接続すると、電流源１１６
から発生した電流が電磁石１２０に供給される。
【００４１】
　本実施形態では、スイッチＳＷ１、ＳＷ２を接続して、電流源１１４から発生した電流
が電磁石１２０に供給されることで、電界カプラ１０２の表面側がＮ極となるような磁界
が電磁石１２０から発生するものとする。また、スイッチＳＷ３、ＳＷ４を接続して、電
流源１１６から発生した電流が電磁石１２０に供給されることで、電界カプラ１０２の表
面側がＳ極となるような磁界が電磁石１２０から発生するものとする。
【００４２】
　電磁石１２０は、本発明の磁石の一例であり、鉄芯に巻きつけられた電流を流すことに
よって、鉄芯から磁界を発生させるものである。図４Ａおよび図４Ｂは、電磁石と電流の
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向きとの関係を概略的に示す説明図である。図４Ａでは右ネジの法則により、図示したよ
うにＮ極とＳ極が現れる。そして、電流の向きを図４Ａの場合と逆向きにした図４Ｂの場
合では、図示したようにＮ極とＳ極が現れる。
【００４３】
　電磁石は、２つの通信装置のそれぞれに設けられる。このように、電流が流れる方向を
切り換えることによって、電界カプラの表面側（他の通信装置を近接させる面）における
Ｎ極とＳ極の位置を変えることで、お互いの電磁石が引き合ったり、反発し合ったりする
ようになる。そして、通信状況の変化に応じて電磁石の極性を変化させることで、通信レ
ートの低下や通信の終了を磁気的挙動によって把握することが可能となる。なお、以下の
説明では、単に「Ｎ極」「Ｓ極」と言う場合には、電界カプラの表面側における極性を指
すものとする。
【００４４】
　例えば、図１に示した通信機器１０及び携帯機器２０の両方に、また図２に示した通信
装置１００及び通信装置２００の両方に、電磁石が設けられる。なお、１つの通信装置に
設けられる電磁石の数は、１つであってもよく、複数であってもよい。また、電磁石が発
生する磁力は電界結合による近距離無線通信に影響を及ぼさない程度の大きさ以下である
ことが望ましい。
【００４５】
　図５及び図６は、電磁石の配置位置の一例を示す説明図である。図５では、通信装置１
００に設けられた電界カプラ１０２の近傍に電磁石を配した場合の一例を示したものであ
る。また、図６は、通信装置１００に電界カプラ１０２が複数設けられている場合に、そ
れぞれの電界カプラ１０２の近傍に電磁石を配した場合の一例を示したものである。
【００４６】
　なお、図５及び図６では、電界カプラ１０２の近傍に電磁石を配した場合について図示
したが、通信装置１００に近接させて近距離無線通信を行う通信装置（例えば、図２に示
した通信装置２００。以後の説明では、通信装置１００に通信装置２００を近接させて、
電界結合による近距離無線通信を行うものとして説明する）に内蔵された電界カプラの近
傍にも、図５及び図６と同様に電磁石が配される。
【００４７】
　まず、図５に示した電磁石の配置位置の一例について説明する。図５では、正方形の形
状を有する電界カプラ１０２の各辺の近傍（図中のＡの位置）に、それぞれ電磁石を配し
た場合について示したものである。そして、通信装置１００の電磁石と通信装置２００の
電磁石とが近接するように、通信装置１００の電界カプラ１０２に通信装置２００の電界
カプラを近づける。すると、それぞれの電磁石の極性に応じて、通信装置１００の電磁石
と通信装置２００の電磁石とが、反発し合ったり、引き合ったりするようになる。
【００４８】
　例えば、通信装置１００と通信装置２００とが近距離無線通信を行っている間は、電界
カプラ１０２と電界カプラ２０２とをより近接させるために、通信装置１００の電磁石と
通信装置２００の電磁石とが異なる極性になるように磁気制御部１１０を制御する。また
、電界カプラ１０２と電界カプラ２０２とをより近接させるために、通信装置１００の電
磁石の磁力を変化させる。
【００４９】
　そして、通信装置１００と通信装置２００との間の近距離無線通信が完了すると、電界
カプラ１０２と電界カプラ２０２とを遠ざけるために、通信装置１００の電磁石と通信装
置２００の電磁石とが同じ極性になるように磁気制御部１１０を制御する。
【００５０】
　次に、図６に示した電磁石の配置位置の一例について説明する。図６では、正方形の形
状を有する複数の電界カプラ１０２の各辺の近傍（図中のＡの位置）及び周縁部（図中の
Ｂの位置）に、それぞれ電磁石を配した場合について示したものである。そして、通信装
置１００の電磁石と通信装置２００の電磁石とが近接するように、通信装置１００の電界
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カプラ１０２のいずれかに通信装置２００の電界カプラを近づける。すると、それぞれの
電磁石の極性に応じて、通信装置１００の電磁石と通信装置２００の電磁石とが、反発し
合ったり、引き合ったりするようになる。
【００５１】
　例えば、通信装置１００と通信装置２００とが近距離無線通信を行っている間は、いず
れかの電界カプラ１０２と電界カプラ２０２とをより近接させるために、図中のＡの位置
に配された通信装置１００の電磁石と、通信装置２００の電磁石とが異なる極性になるよ
うに磁気制御部１１０を制御する。また、電界カプラ１０２と電界カプラ２０２とをより
近接させるために、通信装置１００の電磁石の磁力を変化させる。
【００５２】
　そして、通信装置１００と通信装置２００との間の近距離無線通信が完了すると、電界
カプラ１０２と電界カプラ２０２とを遠ざけるために、図中のＡの位置に配された通信装
置１００の電磁石と、通信装置１００の電磁石と通信装置２００の電磁石とが同じ極性に
なるように、また、図中のＢの位置に配された通信装置１００の電磁石と、通信装置２０
０の電磁石とが異なる極性になるように磁気制御部１１０を制御する。
【００５３】
　このように、通信状況に応じて磁気制御部１１０で電磁石の極性や磁力を変えることで
、磁気的挙動によって通信状況の変化を把握することが可能となる。
【００５４】
　なお、通信装置１００と通信装置２００とで電磁石の位置を合わせるために、例えば通
信装置１００及び通信装置２００の通信面に位置合わせのための印を付けておくようにし
てもよい。
【００５５】
　なお、本発明においては、電界カプラの形状、電磁石の数、電磁石の配置位置について
は、かかる例に限定されないことは言うまでも無い。また、上記説明では、通信装置１０
０に通信装置２００を近接させた場合に、通信装置１００の磁気制御部１１０を制御する
ことで電磁石の極性や磁力を変化させていたが、通信装置２００にも同様に磁気制御部を
設けて、通信装置２００側から電磁石の極性や磁力を変化させてもよい。
【００５６】
　以上、本発明の一実施形態にかかる磁気制御部１１０の構成について説明した。次に、
本発明の一実施形態にかかる磁気制御部１１０の動作について説明する。
【００５７】
　上述したように、本発明の一実施形態にかかる磁気制御部１１０は、２つの通信装置間
（例えば、図２に示した通信装置１００及び通信装置２００）で行われる近距離無線通信
の通信状況に応じて、電磁石１２０の極性や磁力を制御するものである。従って、通信装
置１００と通信装置２００との間で行われる近距離無線通信の際に、２つの通信装置間で
やり取りされる情報に基づいて、本発明の一実施形態にかかる磁気制御部１１０の動作が
制御されることになる。
【００５８】
　図７は、本発明の一実施形態にかかる磁気制御部１１０の動作について説明する流れ図
である。以下、図７を用いて本発明の一実施形態にかかる磁気制御部１１０の動作につい
て説明する。また、以下の説明では、通信装置２００をイニシエータ、通信装置１００を
レスポンダとした場合にについて説明する。
【００５９】
　通信装置１００が近距離無線通信を行っていない時点においては、図３に示したスイッ
チＳＷ１～ＳＷ４は、全てオフの状態にしておく（ステップＳ１０２）。従って、ステッ
プＳ１０２の時点では、電磁石１２０には電流源１１４、１１６から電流が供給されない
ので、電磁石１２０からは磁界が発生していないことになる。この状態において、磁気制
御部１１０は、通信装置２００の近接による近距離無線通信の開始を外部から（例えば通
信モジュール１０６から）通知されたかどうかを判定する（ステップＳ１０４）。



(10) JP 2010-10763 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

【００６０】
　近距離無線通信の開始は、例えば、通信装置２００が通信装置１００に接続確立要求を
送信してきたか否かによって判断してもよく、通信装置１００が通信装置２００に対して
接続確立要求に対する応答信号を送信したか否かによって判断してもよい。
【００６１】
　通信装置２００が送信してきた接続確立要求を電界カプラ１０２で受信すると、通信モ
ジュール１０６で応答信号を生成して、通信装置１００から通信装置２００に向けて、生
成された応答信号を送信する。この応答信号の送信によって、通信装置１００と通信装置
２００との間の接続が確立され、データの送受信が可能となる。
【００６２】
　この場合に、通信装置２００が送信してきた接続確立要求を通信モジュール１０６で受
信したことを条件として近距離無線通信が開始されたと判断してもよい。また、通信装置
１００から通信装置２００に向けて応答信号の送信が行われたことを条件として近距離無
線通信が開始されたと判断してもよい。また、通信装置１００から通信装置２００に向け
て送信された応答信号に対する通信装置２００からの応答を、通信装置１００で受信した
ことを条件として近距離無線通信が開始されたものと判断してもよい。
【００６３】
　上記ステップＳ１０４における判定の結果、近距離無線通信が開始されていないと判定
した場合には、上記ステップＳ１０２に戻って、スイッチＳＷ１～ＳＷ４をオフしたまま
の状態を維持する。一方、上記ステップＳ１０４における判定の結果、近距離無線通信が
開始されたと判定した場合にはスイッチをオンして電磁石１２０に電流を流す（ステップ
Ｓ１０６）。
【００６４】
　スイッチＳＷ１～ＳＷ４の内、どのスイッチをオンするかは設計や設定によって異なる
。本実施形態では、上述したように、スイッチＳＷ１、ＳＷ２を接続すると電界カプラ１
０２の表面側がＮ極となるように、また、スイッチＳＷ３、ＳＷ４を接続すると電界カプ
ラ１０２の表面側がＳ極となるように、電磁石１２０を構成している。一例を挙げて説明
すると、近距離無線通信が行われている間は、イニシエータ側をＮ極、レスポンダ側をＳ
極にとするという取り決めを定めた場合には、スイッチＳＷ３、ＳＷ４を接続して電流源
１１６からの電流を電磁石に供給することで、レスポンダ側が（すなわち通信装置１００
が）Ｓ極となることができる。
【００６５】
　上記ステップＳ１０６でスイッチがオンされて、電磁石１２０に電流が流れると、通信
装置１００と通信装置２００との間の近距離無線通信の状況に応じて、電磁石１２０の磁
力を磁気制御部１１０で制御する（ステップＳ１０８）。
【００６６】
　磁気制御部１１０における電磁石１２０の磁力の制御について一例を挙げて説明する。
図８は、本発明の一実施形態にかかる磁気制御部１１０における電磁石１２０の磁力の制
御について説明する説明図である。
【００６７】
　図８は、通信レートと磁力の関係の一例を時系列で表したものである。図８では、通信
レートをＡ～Ｅの５段階に分け、ＡからＥの順に通信レートが低くなる（通信速度が遅く
なる）ことを示している。例えば、通信モジュール１０６（または通信モジュール２０６
）において通信速度を計測し、計測した結果得られた通信レートを磁気制御部１１０が受
け取ることで、電流源１１４、１１６から流れる電流量を調節して、電磁石１２０の磁力
を制御することができる。
【００６８】
　通信レートと通信速度との関係は任意に定めることができる。例えば、通信速度が３０
０Ｍｂｐｓの場合の通信レートをＡとして、その半分まで通信速度が低下した場合の通信
レートをＢ、またその半分まで通信速度が低下した場合の通信レートをＣ、・・・という
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風に通信レートを定めてもよい。また例えば、通信速度が３００Ｍｂｐｓの場合の通信レ
ートをＡとして、２００Ｍｂｐｓまで通信速度が低下した場合の通信レートをＢ、１００
Ｍｂｐｓまで通信速度が低下した場合の通信レートをＣ、５０Ｍｂｐｓまで通信速度が低
下した場合の通信レートをＤ、・・・というように通信レートを定めてもよい。もちろん
、通信速度と通信レートとの関係はかかる例に限られるものではなく、任意に設定するこ
とができることは言うまでも無い。
【００６９】
　通信レートの情報は、通信装置１００と通信装置２００との間の接続が確立している間
に、データの送信と併せて常に通信装置１００と通信装置２００との間でやり取りしてい
てもよく、データ送信後の応答信号が到達するまでの空き時間を利用して通信装置１００
と通信装置２００との間でやり取りしてもよい。
【００７０】
　そして、図８には、イニシエータおよびレスポンダにおける、電磁石の極性および強度
も併せて示している。通信装置１００と通信装置２００とが接続状態にある場合には、イ
ニシエータとレスポンダで反対の極となるように電磁石の極性を制御する。そして、本実
施形態においては、通信装置１００と通信装置２００とが接続状態にある場合に、電磁石
に常に電流を流し続けるのではなく、データの送受信に電磁石からの磁界が影響を与えな
いように、データの送受信を行っていないときにだけ電流を流している。
【００７１】
　そして、図８では、通信レートの変化に応じて電磁石の磁力の強さを変化させている様
子も併せて示している。通信レートが高い場合、すなわち通信速度が速い場合には、通信
装置１００と通信装置２００とが密接している状態にあると考えられる。そこで、電磁石
の磁力が弱くなるように磁気制御部１１０で制御している。
【００７２】
　ここで、通信装置１００と通信装置２００との間の通信速度が速い場合に、電磁石の磁
力が弱くなるように磁気制御部１１０で制御する理由を以下に例示する。例えば、通信装
置１００と通信装置２００とは非接触通信を行うことができるので、通信装置１００と通
信装置２００とを近接して密着させなくても、通信装置１００と通信装置２００との間の
通信が可能である。従って、通信装置１００と通信装置２００とが非接触通信を行ってい
る際に、通信装置１００と通信装置２００とが必要以上に密着することを避けるためであ
る。かかる場合には、通信装置１００と通信装置２００とが必要以上に密着しなくなるよ
うに磁界を弱めることが望ましい。
【００７３】
　また例えば、通信装置１００と通信装置２００とが非接触通信を行っている際に、通信
装置１００と通信装置２００とが密着して装置同士が擦れてしまうことで、装置の表面に
微細な傷が出来てしまうのを避けるためである。かかる場合には、通信装置１００と通信
装置２００とが密着して装置同士が擦れてしまうことを防ぐために、磁界を弱めて、なる
べく装置間の距離を取るようにすることが望ましい。
【００７４】
　また、通信装置１００と通信装置２００との間の静磁界が非接触通信に影響を与えてし
まっては意味が無い。従って、上記の理由以外に、通信装置１００と通信装置２００との
間の静磁界が非接触通信に影響を及ぼす可能性を考慮して、高速で非接触通信を行う際に
は磁界を弱めておくという観点から、磁気制御部１１０において電磁石１２０の磁力を制
御できるようにすることが望ましい。
【００７５】
　そして、通信レートが低くなると、すなわち通信速度が遅くなると、通信装置１００と
通信装置２００とが密接しなくなっていると考えられるので、通信装置１００と通信装置
２００とをより密接させるために。電磁石の磁力が強くなるように磁気制御部１１０で制
御している。
【００７６】
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　上記ステップＳ１０８で、通信装置１００と通信装置２００との間の近距離無線通信の
状況に応じて、電磁石１２０の磁力を磁気制御部１１０で制御しているときに、通信装置
１００と通信装置２００との間の近距離無線通信の終了の通知を磁気制御部１１０が受け
たかどうか判定する（ステップＳ１１０）。
【００７７】
　上記ステップＳ１１０において、通信装置１００と通信装置２００との間の近距離無線
通信の終了の通知を磁気制御部１１０が受けていないと判定した場合には、上記ステップ
Ｓ１０８に戻って電磁石１２０の磁力の制御を継続する。一方、通信装置１００と通信装
置２００との間の近距離無線通信の終了の通知を磁気制御部１１０が受けたと判定した場
合には、スイッチを切り換えて、電磁石１２０の極性を反転させる（ステップＳ１１２）
。
【００７８】
　本実施形態においては、通信装置１００と通信装置２００とが接続状態にある場合には
、イニシエータである通信装置２００の、電界カプラ２０２の表面側がＮ極となるように
、また、レスポンダである通信装置１００の、電界カプラ１０２の表面側がＳ極となるよ
うに電磁石の極性を制御している。そして、通信装置１００と通信装置２００との間の近
距離無線通信の終了が完了すると、レスポンダである通信装置１００が電磁石の極性を反
転させて、通信装置１００、２００ともに電磁石の極性がＮ極となる。
【００７９】
　本実施形態では、通信装置１００の電磁石１２０の極性を反転させるために、スイッチ
ＳＷ３、ＳＷ４の接続を遮断し、スイッチＳＷ１、ＳＷ２を接続する。スイッチＳＷ３、
ＳＷ４の接続を遮断し、スイッチＳＷ１、ＳＷ２を接続することで、電磁石１２０に流れ
る電流の向きが逆になり、通信装置１００の電磁石１２０の極性をＮ極に切り換えること
ができる。
【００８０】
　すると、同じ極同士の電磁石が反発し合うので、この磁気的挙動によって通信の完了を
把握することができる。通信装置１００が据え置き型の装置であり、通信装置２００を手
持ちして通信装置１００にかざすことによって、通信装置１００と通信装置２００との間
で近距離無線通信を行う場合には、通信が完了すると、同じ極同士の電磁石が反発し合う
磁気的挙動を手で感じることができる。
【００８１】
　なお、本発明では、通信装置２００へのデータの送信が完了したと判断した時点で、通
信装置２００に内蔵された電磁石と同じ極性を有するように電磁石１２０の極性を反転さ
せてもよく、通信装置２００からのデータの受信が完了したと判断した時点で、通信装置
２００に内蔵された電磁石と同じ極性を有するように電磁石１２０の極性を反転させても
よい。
【００８２】
　上記ステップＳ１１２において電磁石１２０の極性を反転させると、続いて、極性を反
転させてから一定時間が経過したかどうかを磁気制御部１１０で判定する（ステップＳ１
１４）。ステップＳ１１４での判定の結果、極性を反転させてからまだ一定時間が経過し
ていないと判定した場合には、極性を反転させた状態を維持する。一方、極性を反転させ
てから一定時間が経過したと判定した場合には、スイッチをオフして電磁石１２０への電
流の供給を止める（ステップＳ１１６）。
【００８３】
　図８には、上記ステップＳ１１２における電磁石１２０の極性の反転と、上記ステップ
Ｓ１１６における一定時間経過後の電磁石１２０への電流の供給の停止について示してい
る。通信が終了した時点で、レスポンダである通信装置１００が電磁石１２０の極性を反
転させて、一定時間が経過した後に、電磁石１２０への電流の供給を停止することで磁力
が無くなった様子を、図８では示している。
【００８４】
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　以上、図７を用いて本発明の一実施形態にかかる磁気制御部１１０の動作について説明
した。なお、上述の説明においては、磁力の強弱の設定を、通信装置間の距離に応じて単
純に増減していたが、本発明は係る例に限定されない。例えば、通信レートがＣである場
合に磁力を最も弱くして、通信レートがＢまたはＤである場合に、通信レートがＣである
場合と比較して磁力を多少強くし、通信レートがＡまたはＥである場合に磁力を最も強く
するように設定してもよい。また例えば、通信レートがＢまたはＤである場合に磁力を最
も弱くして、通信レートがＡ、ＣまたはＥである場合に磁力を最も強くするように設定し
てもよい。もちろん、本発明においては上記以外のその他のパターンについても設定可能
である。
【００８５】
　以上説明したように、本発明の一実施形態によれば、２つの通信装置間で電界結合によ
って近距離無線通信を行う場合に、各通信装置に電磁石を設けておき、通信状況に応じて
他方の、または両方の電磁石の磁力や極性を変化させることで、磁気的挙動によって通信
状況を把握することが可能となる。
【００８６】
　なお、本実施形態においては、２つの通信装置間で電界結合によって近距離無線通信を
行う場合を例に挙げて説明したが、本発明は係る例に限定されず、２つの通信装置間で磁
界結合によって通信する場合においても本発明を適用可能である。
【００８７】
　また、上述した磁気制御部１１０の動作は、通信装置１００の内部に（例えばＲＯＭ、
ＥＥＰＲＯＭ等に）コンピュータプログラムを格納し、当該コンピュータプログラムを、
例えばコントローラ１３６が順次読み出して実行することによって行われるようにしても
よい。
【００８８】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００８９】
　例えば、上記実施形態では、通信装置１００と通信装置２００との間の近距離無線通信
が開始された時点でスイッチをオンし、電磁石１２０に電流を流して、電磁石１２０から
磁界を発生させたが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、通信装置１００と通信
装置２００との間の近距離無線通信が開始されてから所定の時間が経過した時点で、電磁
石１２０に電流を流すためにスイッチをオンしてもよい。また例えば、通信装置１００と
通信装置２００との間の近距離無線通信が開始され、通信装置１００と通信装置２００と
の間でデータの送受信が行われている最中に、電磁石１２０に電流を流すためにスイッチ
をオンしてもよい。
【００９０】
　また、例えば、上記実施形態では、イニシエータ側をＮ極、レスポンダ側をＳ極にとす
るという取り決めを定めた場合について説明したが、本発明は係る例に限定されない。例
えば、他の通信装置との通信開始時に電界カプラで受信した極性決定情報に基づいて電磁
石の極性を決定してもよい。
【００９１】
　例えば、上記実施形態でレスポンダとしての通信装置１００とイニシエータとしての通
信装置２００とが近距離無線通信を行う場合を考える。通信装置２００が通信装置１００
に接続開始要求を送信する際に、併せて通信装置１００に組み込まれた電磁石１２０の極
性を明示的に指定するために極性決定情報を送信してもよい。極性決定情報を受信した通
信装置１００は、磁気制御部１１０によって電磁石１２０の極性を決定することができる
。
【産業上の利用可能性】
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【００９２】
　本発明は、通信装置、通信システム、通信方法及びコンピュータプログラムに適用可能
であり、特に電界結合または磁界結合により通信を行う通信装置、通信システム、通信方
法及びコンピュータプログラムに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の一実施形態にかかる通信システムを示した説明図である。
【図２】本実施形態に関連する通信装置１００および通信装置２００の構成を示す説明図
である。
【図３】本発明の一実施形態にかかる磁気制御部１１０の構成について説明する説明図で
ある。
【図４Ａ】電磁石と電流の向きとの関係を概略的に示す説明図である。
【図４Ｂ】電磁石と電流の向きとの関係を概略的に示す説明図である。
【図５】電磁石の配置位置の一例を示す説明図である。
【図６】電磁石の配置位置の一例を示す説明図である。
【図７】本発明の一実施形態にかかる磁気制御部１１０の動作について説明する流れ図で
ある。
【図８】本発明の一実施形態にかかる磁気制御部１１０における電磁石１２０の磁力の制
御について説明する説明図である。
【符号の説明】
【００９４】
　１００　　通信装置
　１０２　　電界カプラ
　１０４　　セレクタ
　１０６　　通信モジュール
　１１０　　磁気制御部
　１１２　　電流制御部
　１１４、１１６　　電流源
　１２０　　電磁石
　ＳＷ１、ＳＷ２、ＳＷ３、ＳＷ４　　スイッチ
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